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１．産業廃棄物管理票交付等状況報告書について 

産業廃棄物を排出し産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）を交付した事業

者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という）第 12 条の３第７項により、

毎年６月 30 日までにその年の 3 月 31 日以前の 1 年間(前年度)に交付したマニフェストに

関する報告書（様式第３号）を事業場ごとに作成し、都道府県知事（又は政令市長）に報告

しなければなりません。 

なお、西宮市以外より排出されるものについては、各地域を所管する都道府県・政令市へ

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物管理票交付等 

状況報告書の報告義務者 
報告内容 運搬受託者 処分受託者 

排出事業者 A 一次マニフェスト区間 収集運搬業者 B 中間処理業者 C 

中間処理業者 C 二次マニフェスト区間 収集運搬業者 D 最終処分業者 E 

 

令和７(2025)年度 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の場合（例） 

報告対象 

令和６年度【令和６(2024)年４月１日から令和７(2025)年３月３１日の

間】に、西宮市内の事業場から産業廃棄物を排出し、 

産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）を交付した事業者 

提出期限 
令和７年（2025 年）６月３０日 

(提出漏れは期限以降でも必ず提出すること) 

提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第３号） 

報告内容 

産業廃棄物の種類、運搬受託者、 

処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、 

運搬受託者及び処分受託者の名称、 

運搬先と処分場所の住所、許可番号等 

提出先 

西宮市 事業系廃棄物対策課 電話０７９８－３５－０１８５ 

〒662-0934 西宮市西宮浜３丁目８番地 環境事業部２階 

FAX ０７９８－２３－００８８ 

[一次マニフェスト区間] [二次マニフェスト区間] 

排出事業者 A 

一次マニフェスト 

交付者 

中間処理業者 C 

二次マニフェスト 

交付者 

最終処分業者 E 

 

 

収集運搬業者 B 

中間処理 最終処分 

収集運搬業者D 
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※罰則について 

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務を怠った場合は、都道府県知事又は政令

市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合は、その旨が

公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合、必要な措置を講ずるよう命ぜ

られ、この命令に違反した場合は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処せられま

す。 

 

※マニフェスト交付がない、報告の対象外となるものの例 

１．事務所からの紙類等、いわゆる事業系一般廃棄物であり、産業廃棄物に該当しないもの 

２．もっぱら物（古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維）のみを再生目的で扱う業者に処理を

委託した場合 

３．法１５条の４の２第１項に規定する再生利用認定を受けた処理業者に委託した場合 

４．法１５条の４の３第１項に規定する広域認定を受けた処理業者に委託した場合 

 

（参考）マニフェストには「紙」と「電子」がありますが、電子マニフェスト（インターネット管

理）を使用した分については、情報処理センターが集計し西宮市長に報告を行うため、事業者が

自ら報告する必要はありません（自動報告）。 

 ただし、事業場で電子マニフェストを使用していても、あわせて紙マニフェストを用いて

廃棄物を処理した場合は、紙マニフェスト分については報告する必要があります。 

◆電子マニフェストの導入メリット《枚数多い場合は効果絶大！》 

産業廃棄物管理票交付状況等報告書の提出不要/作成不要(自動提出処理) 

事務処理の効率化 (インターネットでパソコン入力操作が簡単。保存スペース不要） 

基本情報の登録により、手続事務時間(＝事務費用)が減少 

電子データ化により廃棄物の処理状況をネット上で保管し、即時に確認可能 

マニフェスト伝票の保存が不要（ペーパーレス） 

※報告書の作業負担軽減になりますので、ぜひ紙マニフェストから電子マニフェストの使

用に切替ください。 

【JW センターで毎月、無料ウェブ説明会を行っています。JW センターホームページ内の

案内から申込受講ください】 
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２．記入事項について 

 

① 文書名  

② 報告年月日 当該報告書を提出する年月日を記入してください。 

③ 報告者  

 住所 個人の場合は住民票記載住所、法人の場合は商業登記の（本社）

住所を記入してください。 

 氏名 個人の場合は個人の氏名、法人にあっては法人の名称及び代表者

の氏名を記入してください。 

 電話番号 報告者の電話番号（この報告の照会先）を記入してください。 

④ 実績年度 今回報告する廃棄物を排出した実績のある年度「令和６年度」(令

和６年４月１日～令和７年３月３１日)を記入してください。 

⑤ 事業場の名称 産業廃棄物を排出する 西宮市内の事業場の名称 を記入してく

ださい。報告書は事業場ごとに作成し、提出してください。 

※（建設業のみの例外）設置期間が短期間であり、また所在地が

一定しない事業場が２以上ある場合は、これら市内の事業場を１

事業場（事業場名称「西宮市管轄内事業場」事業場所在地「西宮

市管轄区域内」）としてまとめて報告してください。 

（例）トンネル工事、護岸工事、高速道路の建設工事等。 
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⑥ 業種 日本産業分類一覧（中分類）から業種を選択し、コードと名称を

記入してください。産業分類の詳細については総務省ホームペー

ジ等で確認してください。 

⑦ 事業場の所在地 産業廃棄物を排出する 西宮市内の事業場の所在地及び問合せ電

話番号 を記入してください。 

※（建設業のみの例外）設置期間が短期間であり、また所在地が

一定しない工事の事業場が２以上ある場合は、これら市内の事業

場を１事業場（事業場名称「西宮市管轄内事業場」事業場所在地

「西宮市管轄区域内」）としてまとめて報告してください。 

工事を管轄する支社又は営業所等の電話連絡先を明記してくだ

さい。 

⑧ 番号 委託した産業廃棄物の種類、運搬受託者、処分受託者ごとにマニ

フェストを取りまとめ報告しなければなりません。番号は１から

順に連番を振ってください。 

ただし、区間を分けて２以上の収集運搬業者に委託する場合は、

複数行にわたり同じ番号を記入してください。（記入例４参照） 

⑨ 産業廃棄物の種

類 

（=マニフェスト

項目「産業廃棄物

の種類」） 

 

交付したマニフェストの{産業廃棄物の種類」欄及び別表２，３ 

の産業廃棄物分類表を参考に記入してください。 

１マニフェストに２つ以上の種類の産廃あるものは、「混合廃棄

物」「廃電気機械器具」「蛍光灯」などのマニフェストの「産業廃

棄物の名称」欄の表示もあわせて記載してください。  

排出されたすべての産業廃棄物について記入が必要です。 

《記入例：混合廃棄物（金属くず・廃プラスチック類）》 

産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物、水

銀含有ばいじん等が含まれている場合は、それも記入してくださ

い。 



5 

 

⑩ 排出量（ｔ） 

（＝マニフェス

ト項目「数量（及

び単位）」をトン

で） 

委託した産業廃棄物の数量（単位：トン）を記入してください 

(他の単位の場合は、必ず単位も記入すること。 

例「２８ℓ」「１５０㎥」)。 

※マニフェスト記載単位がキログラムの場合、単位をトンに換算

して記入してください。例、×1,000kg → 〇１ｔ 

 

※排出量が容積（㎥）やリットル【※1 ㎥＝1000ℓ相当】でしか

わからない場合は別表４の換算係数表を使って換算することも

可能です。別表４はあくまでも参考値ですので、各事業場で排出

している産業廃棄物について自社で換算できる場合はその値を

使用し、報告してください。 

 

排出量（ｔ）＝廃棄物容積（㎥）×換算係数（ｔ／㎥） 

⑪ 管理票の交付枚

数 

マニフェストの交付枚数を記入してください。 

※紙マニフェストの場合、１セット（複写式）で１枚と数える。

A 票の枚数と考えてください。 

⑫ 運搬受託者の許

可番号 

（＝委託契約書

に記載あり） 

番号は、収集運搬委託契約書や契約書付属の収集運搬業許可証に

記載されています。 

産業廃棄物の運搬を委託した業者の許可番号を 10～11桁で記入

してください。 

2 つ以上番号がある場合は、廃棄物を積む場所を管轄する行政庁

の許可番号のみで構いません。[収集運搬委託契約書で必ず確認

してください] 

⑬ 運搬受託者の氏

名又は名称 

（＝マニフェス

ト項目「運搬受託

者」氏名/名称） 

マニフェストの項目「運搬受託者」の「氏名又は名称」をすべて、

転記してください。 

ただし、自ら運搬した場合は「自己運搬」と記入してください。

（記入例３参照） 

⑭ 運搬先の住所 

（＝マニフェス

ト項目「運搬先の

事業場」の所在

地） 

運搬先の住所を記入してください。 

（収集運搬業者の所在地ではなく、廃棄物の運搬先を記入します。

紙マニフェストの「運搬先の事業場」の「所在地」を記入してく

ださい。） 

このとき、同一事業者が積替え・保管を行う場合にあっては、最

終運搬先（処分業者の事業場）の住所を記載してください。 

⑮ 処分受託者の許

可番号 

番号は、処分委託契約書や規約書付属の処分業許可証に記載され

ています。 
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（＝委託契約書

に記載あり） 

処分受託者の許可番号を 11桁で記入してください。[処分委託契

約書で必ず確認してください] 

⑯ 処分受託者の氏

名又は名称 

（＝マニフェス

ト項目「処分受託

者」氏名/名称） 

マニフェストの項目「処分受託者」の「氏名又は名称」を、転記

してください。 

⑰ 処分場所の住所 

（＝マニフェス

ト項目「運搬先の

事業場」の所在

地。⑭「運搬先の

住所」と同一な

ら、記入不要） 

処分場所の住所を記入してください。ただし、⑭「運搬先の住所」

と同じ場合は記入する必要はありません。 
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３．産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入例 

記入例１（工場等） 

化学工場の事業を行っている株式会社○○西宮工場が、報告年度内に次のとおり交付し

た場合。 

・廃油 50 トンを委託処理するのにマニフェスト 25枚 

・廃酸 10 トンを委託処理するのにマニフェスト 5枚 

・強酸（特別管理産業廃棄物）20 トンを委託処理するのにマニフェスト 14枚 

・有害汚泥（特別管理産業廃棄物）13 トンを委託処理するのにマニフェスト 6枚 

 

 

  

収集運搬業者の所在地ではなく、

廃棄物の運搬先を記入する。 

排出量が容積（㎡）でしかわから

ない場合は、単位も記入してくだ

さい(例「１３㎥」。別表４の換算

係数表を使って換算することも

可能)。 



8 

 

記入例２（建設業） 

建設業の事業を行っている○○建設西宮支社が、○○ビルの建設工事を行い、次のとおり

報告年度内に次のとおり交付した場合。 

・建設系混合廃棄物（木くず、紙くず、がれき類の混合物）25 トンを委託処理するのにマ

ニフェスト 8枚 

・がれき類 118 トンを委託処理するのにマニフェスト 10枚 

・がれき類２トンを上述と別の業者で委託処理するのにマニフェスト 2 枚 

・がれき類（石綿含有産業廃棄物）1トンを委託処理するのにマニフェスト１枚 

 

 

 

 

 

  

建設工事の場合、工事を管轄する

支社または営業所等の名称、住所

を併記する。 

一体不可分である建設系混合廃

棄物の場合は、種類内訳を記入。 

非飛散性アスベスト廃棄物のうち、工作物の新築、改築、または除去に伴

って生ずる産業廃棄物で、石綿をその重量の 0.1％を超えて含有するものの

場合は、石綿含有産業廃棄物である旨を併記。 
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記入例３（自ら運搬した場合） 

 自己運搬についてのマニフェスト交付は必要ありませんが、その処分を委託した場合は

マニフェストを交付するため、その状況を報告する必要があります。 

 

例）次のとおり、報告年度内に廃プラスチック類 0.001 トンの処分を、自己運搬し処分業者

D に委託処理するのにマニフェスト１枚を交付した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

番号 産業廃棄物の種類 
排出量

（ｔ） 

管理票の

交付枚数 

運搬受託者の

許可番号 

運搬受託者の

氏名又は名称 
運搬先の住所 処分受託者の許可番号 

処分受託者の氏名又

は名称 
処分場所の住所 

1 廃プラスチック類 0.001 1  自己運搬 
兵庫県○○市

○○町 123-4 
02824□□□□□□ 処分受託者 D  

 

記入例４（区間を区切って２以上の収集運搬業者に委託した場合） 

報告年度内に汚泥（有害）20トンの収集運搬を、○○倉庫までは収集運搬業者 B,○○倉庫

から処分場までは収集運搬業者 C に委託し、処分を処分業者に委託した。その際、マニフ

ェストを 10枚交付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
番

号 
産業廃棄物の種類 

排出量

（ｔ） 

管理票の

交付枚数 
運搬受託者の許可番号 

運搬受託者の氏名又は

名称 
運搬先の住所 処分受託者の許可番号 

処分受託者の氏名又

は名称 

処分場所

の住所 

1 汚泥（有害） 20 10 02866×××××× 運搬受託者 B 
兵庫県○○市

○○町 12 
02824□□□□□□   

１    02866○○○○○○ 運搬受託者 C 
岡山県○○市 

○○町 34 
03398▲▲▲▲▲▲ 処分受託者 D  

※業者によっては複数の許可番号を持っている場合がありますので、必ず委託契約書で確

認してください。 

排出事業者 A 
処分受託者 D 

許可番号 02824□□□□□□ 

自己運搬 

処分場（運搬先）兵庫県○○市○○町 123-4 

排出事業者 A 

○○倉庫 

兵庫県○○市 

○○町 12 

 

岡山県○○市 

○○町 34 

運搬受託者 B 

積替え・保管施設 

許可番号 

02866×××××× 

許可番号 

02866○○○○○○ 

処分受託者 D 

03398▲▲▲▲▲▲ 

運搬受託者 C 

処分場（運搬先） 
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別表２ 産業廃棄物分類表（主要なものを抜粋） 

 産業廃棄物分類 

 燃え殻 

 汚泥 

 廃油 

 廃酸 

 廃アルカリ 

 廃プラスチック類 

 紙くず 

 木くず 

 繊維くず 

 動植物性残さ 

 ゴムくず 

 金属くず 

 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

 鉱さい 

 がれき類 

 動物のふん尿 

 動物の死体 

 ばいじん 

 13号廃棄物 

 動物系固形不要物 

 建設系混合廃棄物（安定型のみ） 

 建設系混合廃棄物（管理型含む） 

 水銀使用製品産業廃棄物 

 廃電気機械器具（一般名称を付記） 

 廃電池類 

別表３ 特別管理産業廃棄物分類表（主要なものを抜粋） 

 特別管理産業廃棄物分類 

 引火性廃油 

 強酸 

 強アルカリ 

 感染性産業棄物 

 廃 PCB 等 

 廃石綿等（飛散性） 
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別表４ 産業廃棄物換算係数表（参考値） 

環境省通知記載値（平成 18年 12月 27日環廃産発第 061227006号） 

産業廃棄物の種類 換算係数（ｔ／㎥） 1 ㎥=1000ℓ 

燃え殻 1.14 

汚泥 1.10 

廃油 0.90 

廃酸 1.25 

廃アルカリ 1.13 

廃プラスチック類 0.35 

紙くず 0.30 

木くず 0.55 

繊維くず 0.12 

動植物性残さ 1.00 

ゴムくず 0.52 

金属くず 1.13 

ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず 1.00 

鉱さい 1.93 

がれき類 1.48 

動物のふん尿 1.00 

動物の死体 1.00 

ばいじん 1.26 

13 号廃棄物 1.00 

動植物系固形不要物 1.00 

混合廃棄物 (建設系/安定型/管理型) 0.26 

廃電気機械器具 1.00 

感染性廃棄物 0.30 

廃石綿等（飛散性） 0.30 

廃水銀等 13.57 

【注意事項】 

マクロ的な重量を把握するための参考値であるため、各事業場で排出している産業廃棄物について、自

社で換算できる場合はその値を使用し報告すること。 

特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ該当する品目の

換算係数に準拠する。 

 ２トン車１台という場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによ

りトン数を計算する方法がある。 


